
 

社会福祉法人 貴船会 

障害者居宅介護サービス重要事項説明書 

（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

この重要事項説明書は、社会福祉法第 76 条および第 77 条の規定に基づき、文

章により説明を行うものです。 

1. 事業者の概要 

事業者の名称        社会福祉法人 

事業者の所在地 大分県別府市大字野田 585 番地 1 

代表者名 理事長  樽谷 壽生 

電話／ＦＡＸ 0977-67-8668／0977-67-7222 

 

2．事業の目的と運営の方針 

事業所の種類 居宅介護 

事業所の名称 ヘルパーステーション大観苑 

事業所番号 4470200200 

事業開始年月日 平成１６年８月１日 

管理者名 樽谷 公司 

事業所の所在地 大分県別府市鉄輪東 8 組 

電話番号／FAX 番号 0977-67-8625／0977-67-7222 

電子メール beppu＠daikanen.jp 

ホームページ http://www.daikanen.jp 

開設年月日 平成１６年８月１日 

サービス提供地域 別府市，大分市、由布市，速見郡 

サービス提供日 ３６５日／１年 

サービス提供時間帯 ２４時間 

 

 



 

 

3. 職員体制 

職種 資格 常勤 非常勤 合計 

管理者  1 0 1 

サービス提供責任者 介護福祉士 2 0 2 

従業者 介護福祉士 3 2 5 

従業者 ヘルパー2 級 1 3 4 

従業者 初任 0 2 2 

 

4. サービス内容 

＜主な内容＞ 

身体介護・家事援助・通院等介助・重度訪問介護・同行援護 

“いつでも誰でもお手伝いさせていただきます”をモットーに、在宅生活

をされている方々のニーズに合わせた多種多様のプログラムを用意し、ひと

り一人のライフワークに応じてプランニングし、在宅での生活がより豊かで

充実したものとなるようお手伝いさせて頂きます。その他、色々とご相談を

お受けします。 

＊宗教活動、営業活動等の経済活動に係る外出、通園や通勤等通年かつ長期

にわたる外出介助はいたしません。 

 

サービスの主たる対象者について(該当する障害種別を記入) 

居宅介護 身体障害者・知的障害者・障害児(身体に障害のある児童・知的障害の

ある児童)・精神障害者 

重度訪問介護 身体障害者・障害児(身体に障害のある児童のみ) 

同行援護 視覚障害を有する身体障害者・視覚障害者を有する障害児(身体に障害

のある児童のみ) 



5. 利用料金 

（1）利用者負担額 

（利用者本人及び扶養義務者の負担能力に応じ市町村が決定する額） 

上記サービス利用に対しては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく介護給付費等が支給されます。障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等は、本事業所が

代理受領致しますので、利用者から受給証の記載内容に基づき、ご利用者負担

額をお支払いただきます。 

障害者

の日常

生活及

び社会

生活を

総合的

に支援

するた

に基づ

く介護

給付支

給対象

サービ

ス 利

用者  

負担額 

サービス 

類  型 
30 分未満 

30 分以上 

1 時間未満 

1 時間以上 

1.5 時間未満 
1時間 30分以上 

身体介護 ２，５６０円 ４，０４０円 ５，８７０円 ６，６９０円 

家事援助 

30 分未満 
30 分以上 

45 分未満 

45 分以上 

1 時間未満 

１ 時 間 以 上     

1時間 15分未満 

１，０６０円 １，５３０円 １，９７０円 ２，３９０円 

1時間 15分以上 

1時間 30分未満 

1 時間 30分以上

1 時間 45分未満 

1時間 45分以上

2 時間未満 
 

２，７５０円 ３，１１０円 ３，４６０円  

通院

等介

助 

身体介

護有り 
２，５６０円 ４，０４０円 ５，８７０円 ６，６９０円 

通院

等介

助 

身体介

護無し 
１，０６０円 １，９７０円 ２，７５０円  

同行援護 

30 分未満 
30 分以上 

1 時間未満 

1 時間以上 

1時間 30分未満 
1時間 30分以上 

１，９１０円 ３，０２０円 ４，３６０円 ５，０１０円 

重度訪問介護 

1 時間未満 
1 時間以上   

1 時間 30分未満 

1時間 30分以上

2 時間未満 

2 時間以上     

2時間 30分未満 

１，８６０円 ２，７７０円 ３，６９０円 ４，６１０円 

ヘルパー

交通費 
通常の事業実施地域以外でのサービスご利用の場合、実費となります。 

 

＊初回加算 ２０００円 

＊特定地域加算 1 ヶ月あたりの総単位数に 15％算定する 

 

 



このほか、外出介護において、ヘルパーに、公共交通機関のほか、入場料 

利用料等が必要な場合は、サービスご利用時にその都度ご負担いただきます。 

＜2 人のヘルパーによりサービスを提供した場合＞ 

1 人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合、同時に 2 人のヘルパーに

よってサービスを提供した場合は、2 倍のご利用者負担額を頂きます。 

※利用者の出身世帯が他の市町村に転出する場合は、ご利用者負担額が変わる

こともありますので、あらかじめ事業所までご連絡をお願いします。 

※事業所が利用者に変わり市町村から受領した障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の額については、ご利

用者に通知いたします。 

※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介

護給付費等を事業者が代理受領を行わない場合（償還払い）は、市町村が定め

る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介

護給付費等基準額の全額を一旦お支払いただきます。この場合、ご利用者に「サ

ービス提供証明書」を交付します。「サービス提供証明書」と「領収書」を添

えてお住まいの市町村に申請すると障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく介護給付費等が支給されます。 

（2）サービス利用にかかる実費負担額 

サービス提供に要する下記費用は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく介護給付費の対象ではありませんので、実費をい

ただきます。 

項   目 説   明 

①ヘルパー 

交通費 

 通常の事業実施地域（別府市・大分市・由布市・速見郡）

以外の地区にお住まいの方で、本事業所のサービスを利用

される場合は、ヘルパーが訪問するための交通費をお支払

いただきます。 

②お住まいでの  ご利用者のお住まいでサービスを提供するために必要



光熱費等 となる水道、ガス、電気、電話等の費用は、ご利用者負担

となります。 

（3）ご利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法 

前記（1）、（2）①の料金・費用は 1 ヶ月毎に計算し、ご請求しますので、翌月

27 日までに以下のいずれかの方法でお支払ください。 

（4）ご利用の中止、変更について 

①ご利用予定日の前に、ご利用者のご都合により、居宅介護計画で定めたサー

ビスの利用を中止又は変更することができます。この場合、サービス実施日の

前日   ：   までに事業者に申し出てください。 

②サービスの変更・追加は、ヘルパーの稼働状況により、ご利用者が希望する

時間にサービスが提供できないことがあります。その場合、他の利用可能日時

をご利用者に提示するほか、必要な調整をいたします。 

6. サービスの利用方法 

①障害者居宅介護について障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく介護給付費等支給決定を受けた方で、本事業所のサービ

ス利用を希望される方は、電話等でご連絡ください。本事業所のサービス提供

に係る重要事項についてご説明します。 

②サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護計画を作成して、サ

ービスの提供を行います。ご利用者の体調等の理由で居宅介護支援計画予定さ

れていたサービスが実施できない場合には、ご利用者の同意を得てサービス内

容を変更します。その場合、事業者は変更したサービス内容と時間に応じたサ

ービス利用料金を請求します。 

③適切なサービスを提供するために、同意を頂いた上で、ご利用者の心身の状

況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用情報を活用させ

ていただくことがあります。 

7. 受給者証の確認 

「住所」及び「居宅利用者負担」「支給量」等「受給者証」の記載内容の変更



があった場合は速やかに事業所にお知らせください。また、ヘルパーやサー 

ビス提供者が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示ください

ますようお願いします。 

8. サービス実施の記録について 

（1）サービス実施記録の確認 

 本事業所では、サービス提供毎に、実施日時及び実施したサービス内容等を

記録し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意

見があれば、いつでもお申し出ください。なお、居宅介護計画及びサービス

提供毎の記録は、サービス提供日より 5 年間保管します。 

（2）利用者の記録や情報の管理、開示について 

本事業所では、ご利用者の記録や情報を適切に管理し、ご利用者の求めに応

じてその内容を開示します。 

9 本事業所ご利用相談・苦情窓口 

ヘルパーステーション

大観苑 

相談窓口責任者  樽谷 公司 

所在地      別府市鉄輪東 8 組 

電話番号     0977-67-8625 

ＦＡＸ      0977-67-7222 

受付時間     平日午前 8：30～午後 17：30 

別府市障害福祉課 所在地      別府市上野口 1-15 

電話番号     0977-21-1111 (代表) 

 受付時間     平日午前 8：30～午後 17：30 

大分市役所 

障害福祉課 

所在地      大分市荷揚町 2 番 31 号 

電話番号     097-537-5658 

ＦＡＸ      097-537-1411 

受付時間     平日午前 8：30～午後 17：30 

日出役場 

障害福祉係 

所在地      速見郡日出町 2974-1 

電話番号     0977-73-3126 



ＦＡＸ      0977-73-2833 

受付時間     平日午前 8：30～午後 17：30 

由布市福祉事務所障

害福祉係 

所在地      由布市湯布院町川上 3738 番地 1 

電話番号     0977-84-3111 

ＦＡＸ      0977-28-8610 

受付時間     平日午前 8：30～午後 17：30 

大分県社会福祉協議

会福祉サービス運営

適正化委員会 

所在地      大分市大津町 2 丁目１番 41 号 

         大分県総合社会福祉会館内 

電話番号     097-558-0300 

ＦＡＸ      097-558-1635 

受付時間     平日午前 8：30～午後 17：30 

10. 緊急時の対応 

  サービス提供中にご利用者の容態に急変があった場合は、主治医に連絡す

る等必要な処理を講ずるほか、ご家族が不在の場合等、必要に応じて下記の

緊急連絡先へ速やかに連絡します。 

【主治医】 

医療機関名  

住所  

電話番号  

主治医氏名  

【ご家族緊急連絡先】 

氏名  続柄  

住所  

電話番号  

私は、本書面に基づいて「社会福祉法人 貴船会」のスタッフから上記重要事

項の説明を受けたことを確認します。 

 



個人情報保護に対する基本方針 

１．基本方針 

社会福祉法人貴船会は、当法人が扱う個人情報の重要性を認識し、その適正

な保護のために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する

法令その他の関係法令及び 厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個

人情報の保護を図ることを宣言いたします。 

 

２．個人情報の適切な収集、利用、提供の実施 

（１） 個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知または公表し、利用

目的に従って、適切に個人情報の収集、利用、提供を行ないます。 

（２） 個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得るようにし

ます。 

（３） 個人情報の紛失、漏えい、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対し

て、必要な安全対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。 

 

３．安全性確保の実践 

（１） 当法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるため

に、個人情報保護に関する規程類を明確にし、必要な教育を行ないます。 

（２） 個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、 必要に応じ評価・見

直しを行い、継続的な改善に努めます。 

 

４．個人情報保護に関するお問い合わせ窓口 

当法人が保有する個人情報についての質問やお問い合わせ、あるいは、 

開示、訂正、削除、利用停止等の依頼について、以下の窓口でお受けい 

たします。 

 

 



個人情報相談窓口 

グループホーム大観苑       電話 0977-67-8668 

デイサービスセンター大観苑    電話 0977-67-7878 

ヘルパーステーション大観苑    電話 0977-67-8625 

居宅介護支援センター大観苑    電話 0977-67-8618 

 

社会福祉法人 貴船会 個人情報利用目的 

社会福祉法人貴船会では、ご利用者さまの尊厳を守り安全管理に配慮す 

る個人情報保護方針の下、ここに利用目的を特定します。あらかじめご本 

人様の同意を得ないで、必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはい 

たしません。 

 

【 ご利用者様への介護サービスの提供に必要な利用目的 】 

当介護関係事業所内部での利用目的 

・ 当該事業所がご利用者さま等に提供する介護サービス 

・ 介護保険事務 

・ 介護サービスの利用に係る当該事業所の管理運営業務のうち 

－入退所等の管理    －会計・経理   －事故等の報告 

 －当該ご利用者さまの介護サービスの向上 

他の事業者等への情報提供を伴う利用目的 

・ 当該事業所がご利用者さま等に提供する介護サービスのうち 

 －ご利用者さまに居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅

介護支援事業者等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

  －通院・診察、入退院等に係る医療機関との連携、照会への回答 

    －その他の業務委託 －ご家族さま等への心身の状況説明 

・ 介護保険事務のうち 

  －保険事務の委託   －審査支払機関へのレセプトの提出 



   －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【 上記以外の利用目的 】 

当介護関係事業所内部での利用に係る利用目的 

・ 当該事業所の管理運営業務のうち 

  －介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

  －当該事業所において行われるボランティア、学生等の実習への協力 

  －当該事業所において行われる事例研究 

他の事業者等への情報提供に係る利用目的 

・ 当該事業所の管理運営業務のうち 

    －外部監査機関への情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 年   月   日 

 

          

利 用 者   住  所                        

         氏   名                    ㊞   

              

署名代行者（または法定代理人） 

   住   所                               

          氏   名                    ㊞   

        本人との続柄                   

         

家族       住   所                             

          氏   名                    ㊞                                               

        本人との続柄                   

            

  年   月   日 

 当事業所は、居宅介護サービス提供にあたり、上記の通り重要事項について

説明いたしました。 

〒８７４－００４２ 

事  業  者    住  所   大分県別府市鉄輪東 8 組          

          

             名  称   ヘルパーステーション大観苑        

 

説明者                     ㊞   


